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非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます
■対象者

⑴　雇用保険の特定受給資格者
倒産・解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた方

（雇用保険受給資格者証等の離職理由が、11・12・21・22・31・32　に該当する方）
⑵　雇用保険の特定理由離職者

期間の定めがある労働契約が更新されなかった方、そのほかやむを得ない理由により離職した方
（雇用保険受給資格者証等の離職理由が、23・33・34　に該当する方）
※上記に該当しても、「65歳以上の離職者」および「特例受給資格者（季節雇用などの方）」は対象外となります。ただ

し、災害や大幅な所得減少などの理由で国民健康保険税の納付が困難な場合、申請により減額や免除を受けられ
ることがありますので、詳しくはご相談ください。

■提出書類
・非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申告書

…保険医療課（市役所１階）５番窓口または市公式ホームページ→申請書ダウンロード→保険医療課→「非自発的失業者
に対する保険税の軽減制度」からダウンロード

・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し

■対象期間
　離職日の翌日から翌年度末まで（最長２年間）が保険税の軽減対象期間となります。
　例）離職日　令和４年３月31日～令和５年３月30日　⇒　令和５年度末（令和６年３月31日）まで
　　　離職日　令和５年３月31日～令和６年３月30日　⇒　令和６年度末（令和７年３月31日）まで

国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康
保険を脱退した時点で終了となります。

■軽減内容
国民健康保険税は所得などを基に計算されており、軽減対象期間中はその所得を100分の30とみなして計算します。

　　※申告が遅れても、さかのぼって軽減を受けることができる場合があります。詳しくはご相談ください。
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